　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮市学校における働き方改革アクションプラン　～第３次アクションプラン～
１　学校における働き方改革アクションプランについて

〇　第１次アクションプラン
平成２６年２月策定の「児童生徒と向き合う時間の充実に向けた取組方針及び具体的方策」を継続的，効果的に展開することを目指し，具体的な取組内容や実施時期等を明らかにしたもの。業務改善や環境整備に向けた様々な取組を，３か年に渡って集中的に展開し，一定の成果をあげた。
〇　第２次アクションプラン
　　　第１次アクションプランの後継プランとして位置付けるとともに，国が教育委員会に策定を求めている「業務改善計画」として，「業務改善の取組」に加え，「勤務時間を意識した働き方」を推進するため，学校現場の意見を踏まえながら，取組方針及び具体的方策を示したもの。各種取組などにより，一定の成果をあげた。
　〇　第２次アクションプラン（見直し版）
　　　令和６年３月に第２次アクションプランを見直し，児童生徒と向き合う時間を確保できている教員の割合を　９０％にすることや，１か月に時間外在校等時間が８０時間を超える教職員をなくすため，各種取組を推進。
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２　本市教職員の状況　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑴　時間外在校等時間の状況
① 月の時間外在校等時間の状況（教員１人当たりの平均）
	[bookmark: _Hlk218687562][bookmark: _Hlk218685724]R6
	年平均
１箇月あたり
	月４５時間以下の
教職員の割合
	月４５時間を上回る
教職員の割合
	月８０時間を上回る教職員の割合

	小学校
	37時間44分
	72.08%
	27.92%
	2.37%

	中学校
	50時間50分
	47.50%
	52.50%
	16.71%

	R5
	年平均
１箇月あたり
	月４５時間以下の
教職員の割合
	月４５時間を上回る
教職員の割合
	月８０時間を上回る
教職員の割合

	小学校
	40時間41分
	69.20%
	30.80%
	3.30%

	中学校
	52時間07分
	46.80%
	53.20%
	17.50%



⑵　児童生徒と向き合う時間を確保できている教員の割合　※教職員アンケート調査結果より　
・「できている」「おおむねできている」と回答した割合
	[bookmark: _Hlk123904040]
	Ｈ28
	Ｒ3
	増減

	小学校
	81.2%
	80.6%
	－0.6ポイント

	[bookmark: _Hlk124408895]中学校
	80.0%
	81.4%
	＋1.4ポイント

	全体
	80.7%
	80.9%
	＋0.2ポイント








【評価】
・　令和６年度において時間外在校等時間が４５時間を超える割合が，小学校においては約２８％，中学校においては，約５３％となっている。令和５年度と比較すると，年平均・月４５時間を上回る割合，月８０時間を上回る割合の全てで減少しており，これまでの「第２次アクションプラン」等による本市の負担軽減の取組により，時間外在校等時間の縮減に一定の効果があったものと考えられる。
【課題】
　　・　依然として長時間勤務が常態化している教職員も見受けられ，健康問題はもちろん，児童生徒と向き合う
時間が十分に確保できないといった懸念もあることから，教職員の勤務環境の改善に引き続き取り組む必要が
ある。　　　　　　　

３　第３次アクションプランについて

【位置付け】
本プランは，「第２次アクションプラン」）」の後継プランとして位置付けるとともに，給特法第８条に基づく，「業務量管理・健康確保措置実施計画」として，市教育委員会及び市立小中学校における，働き方改革の推進に向けた取組方針及び具体的方策を示す。
【目標】
１　教員の時間外在校等時間を１か月で４５時間以内，１年間で３６０時間以内とする。
２　児童生徒と向き合う時間を確保できている教員の割合９０％を目指す。
３　時間外在校等時間が１か月８０時間を超える教職員の人数０人を目指す。（令和９年度末）

【計画期間】
令和８年度（２０２６）から令和１４年度（２０３２）までの７年間とする。













４　第２次アクションプランから継続して実施する取組

	区分
	取組項目

	
	
	具体的な方策

	業務改善の取組の推進
	１　部活動指導体制の改善（「３分類」⑬関係）

	
	
	・本市「部活動方針」に基づく取組の徹底
・部活動指導員の配置
・本市「部活動地域展開方針」に基づく取組の推進

	
	２　地域・保護者との連携促進（「３分類」⑫⑮⑰関係）

	
	
	・清掃指導，印刷・提出物確認等の補助業務等へのボランティア活用の促進
（学校支援ボランティア，街の先生，大学との連携）

	
	３　サポートスタッフの配置（「３分類」⑮⑯⑰関係）

	
	
	・教員業務支援事務の配置

	
	４　校務DXの活用による業務効率化（「３分類」⑧⑯関係）

	
	
	・デジタルドリル　・教職員人事管理システム　
・保護者とのデジタル連絡ツール　・デジタル採点ソフト　
・ＩＣＴ支援員によるサポート
・校務系端末と学習系端末の一元化に向けたシステム基盤の構築

	
	５　校務・研修の効率化

	
	
	・教職員研修の縮減（教頭研修の実施日数減など）

	
	６　業務改善に向けた国・県への働きかけ

	
	
	・働き方改革の視点に立った教職員定数改善等に係る国，県への要望

	[bookmark: _Hlk215839815][bookmark: _Hlk215838796]勤務時間を意識した　　　働き方の推進
	７　時間管理に関する研修の実施

	
	
	・時間管理や健康管理等の働き方に関する視点を盛り込んだ研修の実施

	
	８　働き方に関する意識改革の促進

	
	
	・全校で「働き方の視点」を盛り込んだ学校経営方針及び重点目標の策定
・全校で業務改善や働き方に関する評価項目を加えた学校評価の実施
・月１回以上の学校リフレッシュデーの全校実施

	健康管理に関する取組の推進
	９　教職員の健康管理の徹底

	
	
	・総括安全衛生委員会及び各学校における安全衛生委員会の設置・運営
・教職員定期健康診断及びストレスチェックの実施
・産業医及び健康管理医からの職員の健康や職場環境に関する指導助言


　　 
５　各取組の検証について


本プランに位置付けた各取組の進捗状況については，定期的に確認及び検証を行うとともに，新たな有効な方策については，随時検討し，取り組んで行く。

